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平成 年 月 日（金）

号外第 号

16 24

133

９

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第 条 規則 、租税特別措置法（以下「法」 。）第 条 第 項第

号 、第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 及 第 条第 項第

号 規定 基 知事 行 認定（以下「認定」 。） 関 必要 事項

定 。

（認定 基 地位 承継）

第 条 認定 受 者 相続人 他 一般承継人又 認定 受 者 当該宅

地 造成区域内 土地 所有権 他当該宅地 造成 施行 権原 取得 者

（法第 条 第 項第 号 規定 基 認定 係 場合 、

同号 個人又 法人 限 。） 、第 条第 項 証明書 交付 申請

間 限 、 承継 地位承継届出書（様式第 号） 知事 届

出 、 地位 承継 。

（趣旨）

第 条 規則 、租税特別措置法（以下「法」 。）第 条 第 項第

号 、第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 及 第 条第 項第

号 規定 基 知事 行 認定（以下「認定」 。） 関 必要 事項

定 。

（認定 基 地位 承継）

第 条 認定 受 者 相続人 他 一般承継人又 認定 受 者 当該宅

地 造成区域内 土地 所有権 他当該宅地 造成 施行 権原 取得 者

（法第 条 第 項第 号 規定 基 認定 係 場合 、

同号 個人又 法人 限 。） 、第 条第 項 証明書 交付 申請

間 限 、 承継 地位承継届出書（様式第 号） 知事 届

出 、 地位 承継 。
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◇ 土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良宅地 認定 関

規則 一部 改正 規則（ ）（住宅政策課）……………………………………………………

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良住宅 認定 関

規則 一部 改正 規則（ ）（〃）………………………………………………………………

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良宅地 認定 関 規則 一部 改正

規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良宅地 認定 関 規則 一部 改正

規則

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良宅地 認定 関 規則（昭和 年鳥取県

規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。
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様式第 号（第 条、第 条関係）

優良宅地認定申請書

租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第

条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定 基 、優良 宅地

供給 寄与 造成 認定 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

※証紙 付 欄

（消印 、

。）

略

備考 略

様式第 号（第 条関係）

認 定 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

下記 宅地 造成 、租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条

第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定

優良 宅地 供給 寄与 認定 証 。

記

略

様式第 号（第 条関係）

優良宅地証明申請書

租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第

条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定 基 、 年 月

日付第 号 認定 受 宅地 造成 、認定 内容 適合

旨 証明 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

様式第 号（第 条関係）

証 明 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

下記 宅地 造成 、租税特別措置法

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

規定

優良 宅地 供給 寄与 認定 証 。

記

略

様式第 号（第 条、第 条関係）

優良宅地認定申請書

租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第

条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定 基 、優良 宅地

供給 寄与 造成 認定 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

※証紙 付 欄

（消印 、

。）

略

備考 略

様式第 号（第 条関係）

認 定 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

下記 宅地 造成 、租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条

第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定

優良 宅地 供給 寄与 認定 証 。

記

略

様式第 号（第 条関係）

優良宅地証明申請書

租税特別措置法（第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号 、第

条 第 項第 号 、第 条第 項第 号 ） 規定 基 、 年 月

日付第 号 認定 受 宅地 造成 、認定 内容 適合

旨 証明 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名称

及 代表者 氏名）

様式第 号（第 条関係）

証 明 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

下記 宅地 造成 、租税特別措置法

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

規定

優良 宅地 供給 寄与 認定 証 。

記

略

１ ２ ９

４ ３ ５ ２ ２

３ ４ ３ ５

２ ４

４ ３ ５ ２

２ ３ ４ ３ ５

３ ６

４ ３ ５ ２ ２

３ ４ ３ ５

７ ９

４ ３ ５

２ ２

３ ４

３ ５

１ ２ ９

４ ３ ５ ２ ２

３ ４ ３ ５

２ ４

４ ３ ５ ２

２ ３ ４ ３ ５

３ ６

４ ３ ５ ２ ２

３ ４ ３ ５

７ ９

４ ３ ５

２ ２

３ ４

３ ５

28 31 13

62 13 63

28 31

13 62 13 63

28 31 13 62

13 63

28

31 13

62 13

63

28 31 12

62 12 63

28 31

12 62 12 63

28 31 12 62

12 63

28

31 12

62 12

63

の イ の ハ

の ハ イ の に づき な

の に する であることの を します

にあっては

び の

はり け

は しないこ

と

の の は の イ の

ハ の ハ イ に する

な の に するものであることについて したことを する

の イ の ハ

の ハ イ の に づき

をもって を けた の につき の に してい

る の を します

にあっては

び の

の の は

の イ

の ハ

の ハ

イ

に する

な の に するものであることについて したことを する

の イ の ハ

の ハ イ の に づき な

の に する であることの を します

にあっては

び の

はり け

は しないこ

と

の の は の イ の

ハ の ハ イ に する

な の に するものであることについて したことを する

の イ の ハ

の ハ イ の に づき

をもって を けた の につき の に してい

る の を します

にあっては

び の

の の は

の イ

の ハ

の ハ

イ

に する

な の に するものであることについて したことを する

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号16 24 133 3９

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第 条 規則 、租税特別措置法（昭和 年法律第 号。以下「法」 。）

第 条 第 項第 号、第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号

及 第 条第 項第 号 規定 基 認定（以下「認定」 。） 関 必要

事項 定 。

（認定 申請 手続）

第 条 認定 受 者 、住宅 新築 後 、優良住宅認定申請書（様

式第 号） 知事 提出 。 、法第 条 第 項第 号

規定 基 認定（以下「長期譲渡所得課税 特例制度 係 認定」 。）

係 申請書 提出 、住宅 新築 工事 着手 後 、当該認定 可能

程度 工事 進 場合 、当該工事 完了前 行

。

略

（認定 申請 手続 特例）

第 条 略

前項 優良住宅認定申請書 、次 掲 図書 添付 。

（ ） 建築基準法第 条第 項 規定 検査済証又 写

（ ）及 （ ） 略

様式第 号（第 条、第 条関係）

優良住宅認定申請書

租税特別措置法

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

規定 基 、優

良 住宅 供給 寄与 新築 認定 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

※証紙

付 欄

（消印 、

。）

（趣旨）

第 条 規則 、租税特別措置法（昭和 年法律第 号。以下「法」 。）

第 条 第 項第 号、第 条 第 項第 号 、第 条 第 項第 号

及 第 条第 項第 号 規定 基 認定（以下「認定」 。） 関 必要

事項 定 。

（認定 申請 手続）

第 条 認定 受 者 、住宅 新築 後 、優良住宅認定申請書（様

式第 号） 知事 提出 。 、法第 条 第 項第 号

規定 基 認定（以下「長期譲渡所得課税 特例制度 係 認定」 。）

係 申請書 提出 、住宅 新築 工事 着手 後 、当該認定 可能

程度 工事 進 場合 、当該工事 完了前 行

。

略

（認定 申請 手続 特例）

第 条 略

前項 優良住宅認定申請書 、次 掲 図書 添付 。

（ ） 建築基準法第 条第 項 規定 検査済証又 写

（ ）及 （ ） 略

様式第 号（第 条、第 条関係）

優良住宅認定申請書

租税特別措置法

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

規定 基 、優

良 住宅 供給 寄与 新築 認定 申請 。

年 月 日

職 氏 名 様

郵便番号

申請者 住所

氏名

（法人 、名

称及 代表者 氏名）

※証紙

付 欄

（消印 、

。）
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土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良住宅 認定 関 規則 一部 改正

規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良住宅 認定 関 規則 一部 改正

規則

土地譲渡益重課税制度及 長期譲渡所得課税 特例制度 係 優良住宅 認定 関 規則（昭和 年鳥取県

規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。
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略

備考 ～ 略

申請 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基

場合 、「都市計画区域 名称」及 「中高層耐火共同住宅 階数」

欄 記載 、必要 。 、同号 規定 基

中高層 耐火共同住宅 申請 場合 「中高層耐火共同住宅 階数」

欄 記載 、必要 。

申請 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基 一団

住宅 係 場合 、 住宅 別紙

記載 、「新築住宅 所在地及 名称」、「住宅 床面積」及 「住宅 敷

地面積」 欄 当該一団 住宅 所在地及 名称、床面積 合計及 敷

地面積 合計 記載 。 、「住宅 構造」及 「住宅 建築費」

欄 記載 、必要 。

申請 、既 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基

認定 受 住宅 同法第 条 第 項第 号又 第 条第

項第 号 規定 基 認定 申請 場合 、 旨及 既

受 認定番号 摘要欄 記載 。

略

様式第 号（第 条関係）

認 定 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

下記 住宅 新築 、租税特別措置法

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

規定

優良 住宅 供給 寄与 認定 。

記

略

備考 略

租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基 一団 住宅

認定 場合 、当該一団 住宅 床面積 「住宅 床面積」 欄

記載 。

略

備考 ～ 略

申請 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基

場合 、「都市計画区域 名称」及 「中高層耐火共同住宅 階数」

欄 記載 、必要 。 、同号 規定 基

中高層 耐火共同住宅 申請 場合 「中高層耐火共同住宅 階数」

欄 記載 、必要 。

申請 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基 一団

住宅 係 場合 、 住宅 別紙

記載 、「新築住宅 所在地及 名称」、「住宅 床面積」及 「住宅 敷

地面積」 欄 当該一団 住宅 所在地及 名称、床面積 合計及 敷

地面積 合計 記載 。 、「住宅 構造」及 「住宅 建築費」

欄 記載 、必要 。

申請 、既 租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基

認定 受 住宅 同法第 条 第 項第 号又 第 条第

項第 号 規定 基 認定 申請 場合 、 旨及 既

受 認定番号 摘要欄 記載 。

略

様式第 号（第 条関係）

認 定 書

第 号

年 月 日

職 氏 名 印

下記 住宅 新築 、租税特別措置法

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条 第 項第 号

第 条第 項第 号

規定

優良 住宅 供給 寄与 認定 。

記

略

備考 略

租税特別措置法第 条 第 項第 号 規定 基 一団 住宅

認定 場合 、当該一団 住宅 床面積 「住宅 床面積」 欄

記載 。
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附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する


